


2021年７月～９月

ネットワーク会議（全体会議）ネットワーク会議（全体会議）
※地域全体で再生事例のノウハウやスキルなどを共有

金融分科会金融分科会
※個別テーマについて情報交換・協議

経営サポート会議経営サポート会議

中小企業中小企業
++

※具体的な支援方針を協議

・地域金融機関
・埼玉県中小企業再生支援協議会
・地域経済活性化支援機構など

・関東財務局
・関東経済産業局
・自治体

・政府系金融機関
・経営支援機関
・外部専門家団体

埼玉県信用保証協会
（事務局）

第６回金融分科会を開催しました
「彩の国中小企業支援ネットワーク第６回金融分科会」を開催しました。
第６回金融分科会では、当協会を含め１２の機関が参加し、「コロナ禍における中小企業者に向けた支援取組事例」
をテーマとして情報交換を行いました。こうした取組みを通して、金融機関との相互理解や連携を深め、県内中小
企業者へより効果的な支援を行ってまいります。

Webを活用した経営支援に
取り組んでいます
専門家派遣や経営サポート会議をWebで実施できる体制を整備

しました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めるとともに、
中小企業者へ迅速かつきめ細やかな経営支援が行えるよう注力して
います。

在宅勤務（テレワーク）を実施しました
当協会では、埼玉県が緊急事態宣言の対象区域となったことを踏まえ、人流の抑制に協力する観点から週２日を

目途に在宅勤務（テレワーク）を実施しました。

実施期間：２０２１年８月２日～９月３０日

第６回金融分科会参加機関 ※順不同

埼玉りそな銀行／武蔵野銀行／埼玉縣信用金庫／川口信用金庫／青木信用金庫／飯能信用金庫／熊谷商工信用組合／
埼玉信用組合／埼玉県医師信用組合／日本政策金融公庫／商工組合中央金庫／埼玉県信用保証協会

【金融分科会】
ネットワークの構成メンバー
の中から個別テーマを共有する
関係機関が集い、テーマに係る
情報交換や協議・検討を行うた
めに定期的に開催（平成２７年５
月設置）
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創業に関する保証制度の改廃について
令和３年８月「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、創業に関する保証制度の改廃を
行いました。主な内容は以下のとおりです。

創業者に寄り添った支援について
⑴専用サポートデスク

創業に関するご相談専用のサポートデスクを設置しています。

⑵創業者向けマニュアル「創業Navi」

本マニュアルは、創業者の皆さまからいただいたご意見や体験談をもとに、創業に向けての心構え、創業プラ
ンの立て方や創業時の必要知識等、これから創業される方に有益な情報を多数掲載している創業者向けのマニュ
アルになります。当協会の経営支援部、本店営業部・各支店の窓口で配布しているほか、当協会ホームページに
も掲載しております。

◆創業Navi の特徴
①対話形式の読みやすい内容
オリジナルキャラクターの「ナビィ」が、創業時の悩みや疑問点について、対
話形式でわかりやすく解説しています。

②創業のプランニングをサポート
「創業Navi」に必要事項を書き込むことで、販売計画・資金計画等を簡単に
作成することができます。

③幅広い情報を掲載
創業時の心構えや開業に伴う各種届出など、幅広い情報を掲載しています。

⑶保証利用後のフォローアップ

創業関連の保証をご利用いただいたお客さまには、融資実行から半年後を目安に、現状や相談の希望等を伺う
アンケートを実施し、回答に応じたフォローアップを行っています。

⑴保証限度額
制度名 改正前 改正後

創業関連保証 20,000千円 35,000千円

創業等関連保証 15,000千円 廃止

⑵保証対象者
「事業を営んでいない個人が個人事業主として創業後、法人成りした会社（個人創業後５年未満に限る）」が創業
関連保証の対象者に追加されました。

なお、当協会では創業を目指す方や創業間もない方へ創業の段階に応じた支援やツールを用意し、以下のような
「創業者に寄り添った支援」に取り組んでいます。

創業サポートデスク �048－729－7911
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セーフティネット保証および危機関連保証の指定期間について教えてください。

令和３年１０月１日現在の指定期間は以下の通りです（現在、埼玉県で指定を受けているものに限る）。
※指定期間は、一定期間ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

⑴セーフティネット保証４号

認定要件
（概要）

以下の要件のいずれも満たすことについて市町村長の認定を受けた中小企業者
�指定地域において１年間以上継続して事業を行っていること
�新型コロナウイルスの影響により、原則として最近１か月の売上高等が前年同月に比し
て２０％以上減少しており、かつ、その後２か月を含む３か月間の売上高等が前年同期に
比して２０％以上減少することが見込まれること

指定期間 令和3年12月1日迄

⑵セーフティネット保証５号

認定要件
（概要）

以下のいずれかの要件を満たすことについて市町村長の認定を受けた中小企業者
�指定業種に属する事業を行っており、最近３か月間の売上高が前年同期比で５％以上減
少していること
�指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入
れ価格が２０％以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

指定業種
535業種
※令和３年８月１日に全業種指定が解除され、改めて５３５業種が指定となりました。指定
業種等の詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。

指定期間 令和3年12月31日迄

⑶危機関連保証

認定要件
（概要）

以下の要件のいずれも満たすことについて市町村長の認定を受けた中小企業者
�金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となって
いるもの
�新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近１か月間の売上高又は販売数量
（建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。）が前年同
月に比して１５％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が
前年同期に比して１５％以上減少することが見込まれること

指定期間 令和3年12月31日迄
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お客さまと借換を検討しています。スムーズに進めるためには、どのようにすればよいですか？

当協会では、借換に係る保証審査の円滑化のため、保証申込前の事前相談を推奨しています。その一環として、
令和３年９月に借換専用の事前相談票を作成しました。当協会ホームページに掲載しておりますので、ぜひご

活用ください。

【「事前相談票（借換用）」の主な内容】

当協会ホームページの「金融機関の皆さま（書式ダウンロード）」へアクセスするには、専用の
IDとパスワードが必要です。
ID・パスワードにつきましては、金融機関本部の信用保証協会担当部署にお送りしていますの
で、ご確認ください。

表紙のイラスト カピバラ（狭山市立智光山公園こども動物園）
皆さんはカピバラがどんな動物かご存知ですか？「鬼天竺鼠（オニテンジクネズミ）」とい

う和名の通り、実はカピバラは、大人になると体長１メートルを超える世界最大のネズミです。
その愛らしい見た目と穏やかな性格から全国各地の動物園で人気者となっています。
もともと南米の温暖な地域に生息するカピバラは寒さに強くありません。ここ狭山市の「智
光山公園こども動物園」では、寒い季節になるとカピバラが温泉で体を温める姿を見ること
ができます。二頭で仲良くゆず湯に浸かり、気持ちの良さそうな顔をしているカピバラたちを
見ていると、なんだかこちらまで温かい気持ちになりますね。
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　●編集発行　埼玉県信用保証協会　さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
 　TEL.048（647）4712
　●印　　刷　望月印刷株式会社

　

 債権管理部
 　管理一・二課 048(647)4717
 　管理統括課 048(647)4715
 本店営業部
 　保 証 一 課 048(647)4721
 　保 証 二 課 048(647)4722
 　企業支援課 048(647)4723

Eメール:information@cgc-saitama.or.jp

ご相談内容に応じたサポートデスクもご用意しています！
●創業に関するご相談・・・・・創業サポートデスク　　　048－729―7911
●海外展開に関するご相談・・・海外展開サポートデスク　048－729－7912
●事業承継に関するご相談・・・事業承継サポートデスク　048－729－7913

〒330-9608　さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5（ソニックシティビル11階)
※経営支援部はソニックシティビル10階 

TEL 検査指導室  048(647)4718
 企画総務部 
 　企画情報課 048(647)4712
 　総　務　課 048(647)4711 　経　理　課
 業務統括部 
 　業務統括課 048(647)4713 　保証事務課
 　代位弁済課 048(647)4714
 経営支援部
 　創業支援課 048(647)4720
 　経営支援課 048(647)4716 　審　査　課

〒360-8608
熊谷市筑波2丁目48番地1
（大栄日生熊谷ビル4階） 

TEL 保　証　課  048(521)5221
 企業支援課  048(521)5277

熊谷支店本店

川越支店

〒344-8508
春日部市南1丁目1番7
（埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設5階）

TEL 保　証　課  048(731)7311
 企業支援課  048(731)7312

春日部支店

〒350-1183
川越市新宿町1丁目17番地17
（ウェスタ川越公共施設棟5階）

TEL 保　証　課  049(249)1681
 企業支援課  049(249)1671

当協会
ホームページも
ご活用ください！

■ご相談・お問い合わせ先
保証申込みに係るご相談・お問い合わせ

特定社債保証・流動資産担保融資保証（ABL）

経営支援部（審査課）海外展開に関する保証

NPO法人に係る保証

創業に関する保証（創業３年未満） 経営支援部（創業支援課）

上記以外の保証 本店営業部・各支店（保証課）

条件変更・経営支援に係るご相談・お問い合わせ

期間延長・返済方法の変更

本店営業部・各支店（企業支援課）
連帯保証人の追加・解除、債務引受

保証条件担保の変更

経営支援

融資（条件変更）実行後に係るご相談・お問い合わせ

貸付（条件変更）実行、償還・完済に係る手続き・報告 業務統括部（保証事務課）

信用保証料の送金、返戻 企画総務部（経理課）

事故・代位弁済に係るご相談・お問い合わせ

事故報告に係る手続き 本店営業部・各支店（企業支援課）

代位弁済に係る手続き 業務統括部（代位弁済課）

■事務所のご案内
本店 熊谷支店

TEL 企画総務部
企画情報課 048（647）4712
総 務 課 048（647）4711経 理 課

業務統括部
業務統括課 048（647）4713保証事務課
代位弁済課 048（647）4714
経営支援部
創業支援課 048（647）4720
経営支援課 048（647）4716審 査 課

債権管理部
管理一・二課 048（647）4717
管理統括課 048（647）4715

本店営業部
保 証 一 課 048（647）4721
保 証 二 課 048（647）4722
企業支援課 048（647）4723

検査指導室 048（647）4718

TEL 保 証 課 048（521）5221
企業支援課 048（521）5277

川越支店

TEL 保 証 課 049（249）1681
企業支援課 049（249）1671

春日部支店

TEL 保 証 課 048（731）7311
企業支援課 048（731）7312

ご相談内容に応じたサポートデスクもご用意しています！
●創業に関するご相談・・・・・創業サポートデスク 048－729―7911
●海外展開に関するご相談・・・海外展開サポートデスク 048－729－7912
●事業承継に関するご相談・・・事業承継サポートデスク 048－729－7913


